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自分のために力をつけること
・バランスのとれた食事、歯みがき、手洗いうがい、
早寝早起きをして規則正しい生活をする
・運動する
・学習する
・友だちをつくるなど

地域のつながりを
大切にして助け合い、
いきいきと活動すること
・生きがいづくりをする
・介護予防をする
・地域の輪を次世代につなぐなど

地域のいろいろな人と
積極的に関わること
・地域のボランティア活動などに
参加をする
・困っている人に声をかけるなど

社会で働き、地域で活躍すること
・働いて自分の夢を実現する
・町内会・自治会など地域活動に参加する
・子育てサークルなど地域での仲間づくりなど

地域のいろいろな人を知り、交流すること
・近所の人にあいさつをする
・子ども会や地域のイベントなどに参加をして
いろいろな人と交流する

社会ボランティア活動に参加する

地域包括ケアシステム

一人ひとりが行うこと
自分の健康管理をすること、
学習すること、友達づくり

自 助

介護保険制度、医療保険制度
によるサービスの提供

共 助

　社会福祉などの
　行政サービスの提供

公 助

周りの人と協力して行うこと
ボランティア活動、地域活動、
地域での助け合い

互 助

専門の人が行うこと
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近所の人に
あいさつをする　
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地域のイベントに
参加をして交流する
地域のイベントに
参加をして交流する

15歳

地域のボランティアに
参加する

地域のボランティアに
参加する

地域活動に
参加する
地域活動に
参加する

困っている
人に声をかける

地域での仲間づくり地域での づくり仲間

にするにする
地域地域のつながりをのつながりを
大切大切

生きがいづくり、
介護予防

生きがいづくり、
介護予防

地域の輪を
次世代につなぐ
地域の輪を
次世代につなぐ

一人ひとりがライフステージに合わせて地域との関わりを持ちながら、周りの人たちと協力し、助け合っていきましょう。

みんなでつなごう幸の未来みんなでつなごう幸の未来
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幸区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）

幸区社会福祉協議会

幸風苑
556-4355
幸町、中幸町、堀川町、大宮町、柳町、
南幸町、都町、神明町

511-3511TEL

 ５５６-５５００　        ５５６-５５７７TEL FAX

FAX

担当
地域

夢見ケ崎
580-4765

小倉（小倉1-1以外）、南加瀬

742-8040TEL FAX

担当
地域

かしまだ
540-3222
古川町、新塚越、下平間、矢上、北加瀬、
鹿島田

540-3220TEL FAX

担当
地域

しゃんぐりら
520-3863
遠藤町、戸手本町、塚越、紺屋町、
新小倉、新川崎、東小倉、小倉1-1

520-3861TEL FAX

担当
地域

みんなと暮らす町
520-1905 520-1906TEL FAX

担当
地域

さいわい東
555-1411

戸手、河原町

555-1412TEL FAX

担当
地域

地域包括支援センター
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地域支援課
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町内会・自治会を中心に、民生委員児童委員や老人クラブ、ボランティア団体等
地域住民が主体となり、地域包括支援センターや社会福祉協議会等関係機関と
連携し、声かけや見守り活動等による支え合いの仕組みをつくることで、地域包
括ケアシステム構築のための、自助・互助を推進します。区役所は全体のコー
ディネータ役を担います。

●目　的 ●部会では実際にどんなことをするの？

●事業を実施している部会参加者の声

地域包括ケアシステム構築に向けて、自助・互助の醸成を図り、地域全体で見守り、
支え合う体制づくりを進め、幸区民が安心して暮らし続けることができる地域の実
現を目指します。

推進会議と部会を設置し連携しながら事業を円滑に進めます。

地域の見守り・支え合いの方法や、地域の困り事（課題）等について話し合います。

●概　要

●実施体制

町内会・自治会（各部会長）、
民生委員児童委員協議会、

老人クラブ連合会、社会福祉協議会、
介護支援専門員連絡会、

地域包括支援センター、学識経験者、行政など

推進会議（区が設置）

町内会・自治会、
民生委員児童委員

老人クラブ、地域包括支援センター、
社会福祉協議会、行政など

部会（実施町内会・自治会が設置）

検討内容
○事業の全体的な進め方について協議
○各部会の取組状況の共有、課題の検討
○普及啓発のための講演会、実践講座等の実施

検討内容
○地域の見守りについて検討
○地域の困り事（課題）について検討

町内会での
見守り意識
の向上

安心できる
まちづくり

関係団体との
連携強化による
見守り体制の充実

見守りを必要とする人は
どんな人だろう？

地域ではどんなことが
取り組めるだろうか？

どうしたら
支え合いの意識って
広がるだろう？

地域でできることってどんなこと？

気にかけあい 声かけあい

日頃からの声かけの大切さや見守りの仕組みづくりについて話
し合うことで、数年後を見通した見守り活動にしたいと意識が
高まりました。

将来的にみんなが見守り・見守られる体制をつくることで災害・
防犯面でも安心できるまちづくりにつながると感じました。

町内会と民生委員、老人クラブ、地域包括支援センターとの連
携が進み、見守り体制が充実してきました。

連携

区役所

地域包括支援センター社会福祉協議会

見守り・支え合いの
仕組みづくり

見守り・支え合いの
仕組みづくり

地域（町内会・自治会エリア）
町内会・自治会

ボランティア団体等

老人クラブ民生委員児童委員

おはよう
ございます

行きましょう
今日もお天気が
良いですね

地域のお祭りに
一緒に行かない？

誘いあい

隣のおじいちゃん
今日も元気だな

仕事頑張って
いるな

〈部会構成例〉


